生活保護レセプト点検等業務仕様書

江戸川区（甲）が、受託者（乙）に委託する業務内容は次のとおりとする。

１　件名
生活保護等レセプト点検等業務委託

２　委託期間
令和８年４月１日 から 令和９年３月31日 まで

３　履行場所
福祉部生活援護管理課指定の場所

４　履行日時
下記「６ 委託業務内容」に明示のない業務については、業務指示日の属する月の翌月末日とする。

５　委託業務名
生活保護法（昭和25年法律第144号）に係るレセプトの点検等の業務の委託。
（１）レセプト点検
（２）施術点検
（３）医療券・要否意見書点検

６　委託業務内容
（１）レセプト点検
「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書の点検について」（平成12年12月14日付け
社援保第72号厚生省社会・援護局保護課長通知）に基づいて実施する。なお、点検の履行日
時は、甲、乙が協議のうえ決定する。
ア　対象
生活保護法に係る診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）。
イ　資格点検
甲が生活保護等版レセプト管理システム（以下「レセプト管理システム」という。）に受給者情報を取り込んだ後、資格エラーとなったデータについて、乙がレセプト管理システム内の被保護者情報との突合確認のうえ、必要な修正を行う。
ウ　内容点検
（ア）データの受け渡し
甲が指定する日に生活保護法に係る社会保険診療報酬支払基金からのレセプトデータ　
（書き換え不可能なDVD）及び再審査結果データの受け渡しを行う。
（イ）対象
医科（入院、入院外）、歯科、調剤、訪問看護の単独レセプト。
（ウ）点検内容
・　診療実日数、初診料、再診料、乳幼児加算、指導料、検査料、投薬料その他入院等の
　診療報酬の算定方法、算定点数に誤り及び疑義はないか点検を行う。
・　傷病名と診療内容との関連について疑義がないか、調剤レセプトは医科レセプトと突
　合し点検する。
・　国通知に加え、要領等その他疑義の生じる事項の点検を行う。
・　縦覧点検については、一定期間に重複算定できない診療内容はないか、単月ではその
　適否が判断できない診療内容に係わる診療報酬の算定方法に誤り及び疑義がないか等に　
ついて、当月分から前３月分について毎月実施する。
（エ） 集計及び名簿作成
　　 区分けしたレセプトを各課別、公費負担者番号別、自県分・他県分別、都費・区費別
   に分類し総計件数を集計する。
エ　再審査等請求に伴う事務
上記点検の結果、誤り及び疑義の発見されたレセプト等について次のア及びイの処理を行う。その際は、社会保険診療報酬支払基金の「オンラインによる電子レセプトの再審査等請求に係る手引き」、「電子媒体による再審査等請求規定」に基づき実施する。その他、必要に応じて甲と協議すること。
（ア） 再審査等請求内訳票等の作成、データの作成・媒体への保存
（イ） 点検結果等の報告
・ 各月のレセプト点検枚数及び再審査請求件数の一覧表を作成し、集計する。
・ 誤り及び疑義の発見された診療報酬明細等について、公費負担者番号ごとに処理す
 る。
・ 公費負担者番号別、自県分・他県分別、都費・区費別に分類し、「再審査請求等請求
　　　　　 書」（基金所定様式）を作成する。
・ 公費負担者番号ごとに、月別及び年間の再審査結果の一覧表を作成する。
オ　医療扶助適正化援護業務（生活保護法に限る。）
乙は医療扶助の適正な事務手続き及び執行に必要となる専門性の高い書類を調製し甲に提出する等の支援を行う。
〔提出書類例〕
・　頻回受診に係る通院台帳 (年４回)
　「頻回受診者に対する適正受診指導について」（平成14年３月22日付け社援保発第0322001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に基づく通院台帳、指導台帳を提出する。なお、頻回受診の指導対象者を把握するため、受診状況の把握を行う月（把握月）を、６月、９月、12月、３月とする。
・　長期入院患者の実態把握台帳 (年４回)
　　「医療扶助における長期入院患者の実態把握について」（昭和45年４月１日付け社保第
　72号厚生省社会局保護課長通知）に基づく実態把握対象者名簿を提出する。
・　短期間に入退院を繰り返す被保護者台帳 (年３回)
　　「医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院患者の実態把握について」（平成
　26年８月20日付け社援保発第0820第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に基づく
　実態把握者対象者名簿の作成に必要な台帳（任意）を毎月乙が作成し甲に提出する。
・　難病にかかる情報提供 （毎月）
　　「難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)」に基づき、当該法の
　適用となった被保護者台帳（任意）を提出する。
・　ジェネリック医薬品使用率(毎月)
　　社会保険診療報酬支払基金からのレセプトデータ（調剤、医科外来）より、ジェネリック
　使用率を算出、一表化し提出する。なお、６月、12月については調剤レセプトデータのみか
　ら算出したジェネリック使用率も合わせて提出する。
・　ジェネリック医薬品使用促進支援 （年１回）
　　調剤レセプト摘要欄等の確認、分析等を行い、当該分析に基づき対象者名簿及び被保護者
　宛周知文を作成し提出する。
・　精神疾患連続通院リスト（年４回）
　　対象年月の３か月間で同一医療機関に同一の精神疾患で３か月連続通院している被保護者
　を抽出してリスト化し提出する。



（２）施術点検
「柔道整復師の施術に係る医療扶助の適正な支給について」（平成23年３月31日付け社援保発0331第７号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に基づき実施する。なお、点検の履行日時は、別途、甲、乙が協議のうえ決定する。
ア　対象
[bookmark: _Hlk215472001]生活保護法に係る柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術報酬請求明細書（以下「施術明細書」という。）
イ　内容
甲の指定するシステム端末を用いて、施術明細書を点検する。
（ア） 資格点検
 被保護者情報と施術明細書情報を突合し、生活保護受給期間内の受診確認等を行う。
（イ） 内容点検
　柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅうそれぞれの協定書及び算定方法に基づい
て給付、算定がされているかどうか点検する。
ウ　報告
乙は定期的に点検件数等を記載した「施術報酬請求明細書点検業務報告書」（様式は別途協議）を甲に提出するとともに頻回通院者の被保護者台帳（任意）を毎月乙が作成し甲に提出する。
（３）医療券・要否意見書点検
重複受診・頻回受診等の適正化確認及び他法他施策の可能性確認を行い、医療券・調剤券の
医療券等発券事務、嘱託医審査、医療要否意見書に係る点検処理を行う。
ア　履行日時
閉庁日（土・日・祝日及び年末年始）を除く日の午前８時30分から午後５時15分とする。なお、作業時間の延長については、必要に応じて甲に申し入れを行ったうえで対応すること。
イ　対象
　　生活保護法に係る医療券・要否意見書及びこれに付随する事務。
ウ　業務内容
（ア） 医療券点検処理
医療機関等からの発券依頼に基づき、自立支援医療等の他法確認、手帳情報確認、通院
履歴から重複・多受診・頻回受診・長期通院状況等を確認のうえ、システム入力処理を行う。
定例発券、郵送準備を行うと共に、無効券の内容確認のうえ、必要なシステム入力処理を行う。
（イ） 要否意見書等点検処理
医療機関等から郵送された要否意見書等を入院・入院外・精神等に仕分けのうえ、医療
要否意見書について記載内容及び自立支援医療等の他法他制度の可能性等を確認し、シス
テム入力処理を行う。その際、無効となる要否意見書等の入力処理を行う。
 嘱託医判定後の要否意見書の判定内容の確認を行い各課へ送付する。
（ウ） その他点検付随事務
 医療機関からの入退院連絡等をシステム上で管理すると共に担当職員に連絡確認する等
の付随事務を行う。
エ　備品等の使用
 委託業務に必要なスペース、机、椅子、電話機、端末（システム等のソフトウエアを含
む。）、ファクシミリ、コピー機などの必要な備品・機器類については甲が無償貸与する。委託業務の実施に伴う電気・ガス・水道・電話の使用料負担も無償とする。その他無償で貸与する項目については協議のうえ決定する。

７　業務運営体制
　・　乙は、本委託業務を適正に履行するために必要な要員を常に確保できる体制を整備するこ
　　と。
　・　乙は、業務従事者が急な疾病や事故等により勤務が困難となる場合を想定し、業務の遂行に
　　支障をきたさぬようサポート体制を確立すること。
　・　乙は、本委託業務に係る業務従事者について、業務開始前までに書面にて甲に提出するこ
　　と。
　・　乙は、業務従事者を変更するときも、遅滞なく甲に書面にて提出すること。
　・　乙は、業務従事者のうち業務責任者及び副業務責任者を定めることとする。業務責任者及び
　　副業務責任者は、業務の進行管理、業務従事者の指揮監督、甲担当者との業務連絡・調整にあ
　　たること。また、副業務責任者は、業務責任者不在時にはその職務を代行すること。
　・　本委託業務に係る業務従事者は、業務責任者及び副業務責任者の指示、業務マニュアル等を
　　基に作業を行うこと。

８　業務履行の確認体制
　・　乙は、本仕様書に掲げる業務を円滑かつ的確に実施するために必要な人材を適正配置すると
　　ともに、各業務遂行に関わる管理監督を行うこと。
　・　乙は、業務の履行状況の把握、業務従事者への指導・教育、課題や問題点の改善等の機能を
　　掌握する運営管理担当部署を社内に設けること。
　・　運営業務担当部署は、その業務に精通した者をもって業務の履行状況の確認と業務従事者へ
　　の指導・教育等を行わせるとともに、課題や問題点の把握と改善に努めること。

９　予定数量（年間件数）
（１）レセプト点検
ア　資格点検	　　　　　　　　　　　　　20,000件
イ　内容点検	　　　　　　　　　　　　 430,000件
ウ　再審査等請求事務	　　　　　　　　　14,000件
（２）施術明細書点検	　　　　　　　　8,000件
（３）医療券、要否意見書点検
ア　医療券点検処理　　　　　　　　　　　	　600,000件
イ　要否意見書点検事務	　　　　　　　　　74,000件
ウ　自立支援医療点検更新管理	　　　　　 5,500件

10　支払方法
（１）甲は乙からの請求に基づき毎月その代金を支払うものとする。
（２）最低賃金（毎年10月頃の改正により最低賃金額が改正された場合は、当該改正後の最低賃
　　金）以上の額を労働者に支払うこととする。

11　業務評価
甲は、乙に対する業務評価を実施し、当該年度内の業務実績を評価する。なお、委託業務の範
囲において標準レベルを満たさない評価項目があった場合には、乙から状況を聞き取り、業務改善計画の提出を求める。その後、業務実施状況の評価を再度行う。

[bookmark: _Hlk214279796]12　受託者に変更が生じた場合について
契約期間満了等により、受託者の変更が生じた場合には、下記のとおり、新旧受託者間の業務
引継作業を行うこと。
（１）次年度受託者への引継期間及び引継終了日
      次年度受託者への引継期間：１ か月程度
      引継終了日：令和９年３月31日
（２）引継内容等
　ア　引継開始前までに引継計画書及び業務引継書を作成すること。　
　イ　次年度受託者に対して、委託業務完了までに全ての業務について引継を行うこと。
　なお、引継の際は、運用手順書その他本委託業務を行ううえで作成したマニュアル等を引き継ぐこと。
（３）費用負担
　引継のために必要となる経費は、乙の負担とする。
（４）その他
　　　契約終了時には、本委託業務にて使用する手順書、引継資料その他本件の作業を行うに当た
　　り、作成、使用した手順書、ツール等の一式を電子データにてまとめ、本区へ提出したうえで
　　内容説明を行うこと。提出したデータ等は甲に帰属するものとする。

13　公契約条例の順守
　　受託者は江戸川区公契約条例（平成22年４月江戸川区条例第１号）を順守するものとする。

14　特記事項
（１）乙は、事前にデータの受け渡し及び搬送に係る安全対策を書面で甲に提出し、了解を得たう
　　えで、当該安全対策を実践すること。
（２）医療費集計及び一覧作成において、乙は、「生活保護法による医療扶助運営要領について」
　　（昭和36年９月30日付け社発第727号、厚生省社会局長通知）及び同要領に基づく関係通知
　　に従い集計及び一覧作成を行う。
（３）乙は、この契約の履行に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。なお、個人情
　　報の取り扱いについては、秘密の保持を厳守し、事故のないよう留意しなければならない。
　　「個人情報の取り扱い」については、甲と特約条項を結ぶものとする。
（４）乙は、この契約の履行に関して使用するレセプトデータ等及び委託業務の履行によって生じ
　　たものについて、甲が依頼した目的及び用途以外に使用してはならない。
（５）乙は、この契約の履行に関して使用するレセプトデータについて、破損、紛失等のないよう
　　常に善良なる管理者の注意をもって必要な措置をとらなければならない。
（６）乙が、この契約の履行に関して作成した再審査等請求に必要なものについての所有権は甲に
　　属するものとし、乙は、これらを甲の指示する期日までに甲に引き渡さなければならない。
（７）本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合（電子レセプトの稼働及び運用
　　事項を含む）などについては、その都度、甲と協議のうえ、対応すること。

15　個人情報の保護
（１）乙は、「江戸川区の情報システムの利用に関する特約事項」（別紙）を遵守し、従事者はそ
　　れに掲げる第４条から第７条までについて遵守する旨の誓約書（別紙）を提出すること。
（２）乙は、個人情報保護に関する法律その他の関係法令及び「個人情報保護に関する特約事項
　　（様式２）」（別紙）を遵守すること。
（３）乙は、事前に業務従事者の名簿及び乙と取り交わした秘密保持に関する誓約書の写しを提出
　　すること。
（４）乙は、業務従事者氏名・登庁時間・退庁時間等を記載した報告書を、甲の求めにより提出す
　　ること。
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